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• http://www.waterencyclope
dia.com/Mi-Oc/Ocean-
Currents.html 

• http://www.pref.fukushima.j
p/suisan/gyogyosugata/suisa
nngyou-top.htm 



• http://www.kaiseiken.or.jp/publish/news/lib/news67.pdf 



上記）水産庁による発表 
• http://www.jfa.maff.go.jp/index.html 

• http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/gaiyou/pdf/kouhyou.pdf 



Location Sample I-131 
(Bq/Kg) 

四倉港 ホソメコンブ 107,000 

江名港 アカモク 127,000 

久ノ浜 フクロノリ 65,000 

グリーンピースによる調査 
他・(2011.5月発表。以降約月一ペースで年内発表） 





港の近くにいた元漁師 
「汚染水だろうが、地下水だろうが嫌だね。 

これ以上海を汚してほしくない」 
 



北海道のマダラなど、スーパーの魚からも。 
鹿児島の養殖魚や缶詰からもセシウム検出。 
加工品は見分けがつかない。 
子どもが大好きな回転寿司は大丈夫？ 
 
 → 海や海産物への放射能汚染は非常に複雑。 
汚染は広く拡散し、回復は容易でない。 
情報の透明性・公開が重要。  



国際条約の精神に違反 

• 国連海洋法条約 

–いずれの国も、あらゆる発生源からの海洋環境
の汚染を防止し、軽減し及び規制するため、利用
することができる実行可能な最善の手段を用い、
かつ、自国の能力に応じ、単独で又は適当な時
は共同して、この条約に適合するすべての必要
措置をとるものとし、また、この点に関して政策を
調査わせるよう努力する」 

 （194条１） 



国際条約の精神に違反 

• ロンドン条約 

–廃棄物その他の物の投棄による「海洋汚染の防
止」に関する国際条約 

– 1993年の改正であらゆる放射性廃棄物の海洋投
棄が全面禁止に 

–条約会議では、日本からの放射能汚染水流出に
加盟国から懸念の声 

 

– 「海洋投棄」の定義に合致するか？ 



http://www.env.go.jp/council/06earth/y063-01/mat_ex01.pdf 

ロンドン条約の対象海域は、 
国の内水を除くすべての海域（3条3項） 
 
つまり、 
福島沖はロンドン条約の対象海域である 
 
日本はすでに、 
ロンドン条約の対象海域に 
放射能汚染水を 
垂れ流している 
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Scientific Group of the London Convention –34th Meeting (LC/SG 34/15)  May 2011 

Consultative Meeting of Contracting Parties to the London Convention –33th Meeting (LC 33/9/2)  August 2011 



 

放射能汚染水の流出は、国際問題。 
国内問題のように扱うことが、そもそも国際条約の精神に反している。 
 
 → 徹底的な情報公開 
 → 各国の専門家に支援要請を 
 → 責任者はだれ？ 
 → 税金投入の前に、東電以外の原子力企業にも責任を求めるべき 
 



http://www.greenpeace.org/japan/ 


